
令和 8 年度 ｢学校いじめ防止基本方針｣ 

 

１ 本校におけるいじめ防止等のための目標 
 
いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであるが、未だ、いじめを背景として、児童

生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案が発生している。 
いじめから一人でも多くの子供を救うためには、教職員に限らず子供を取り囲む大人一人一人が、

「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子供にも、どの学校で
も、起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならず、心豊かで安全・安
心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する課題である。 
いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生
活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるよ
うにすることを旨として行われなければならない。  
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止

等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることにつ
いて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 
 加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であ
ることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの
問題を克服することを目指して行われなければならない。 

 

いじめとは（定義） 
いじめ防止対策推進法において「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学

校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影
響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となっ
た児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わな
い。と定義されている。 
 

２ いじめの未然防止 
  いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせな
いための未然防止に取り組む。 
 また、未然防止の基本は、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で
授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。 
 加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれること
なく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。 
 さらに、教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのない
よう、指導の在り方に細心の注意を払う。 



いじめは様々な態様であるが故に教職員は春、夏の研修を通じて現在、過去の本校におけるいじめ事
案について把握し、その対処方や報連相等を知り、未然防止のために役立てなければならない。 
 

３ いじめの早期発見（いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取り組み等） 

（１）基本的な考え方 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりする
など、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候で
あっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽
視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。 
 このため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さ
ないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生
徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

（２）いじめの早期発見のための措置 

いじめの早期発見のため、定期的なアンケート調査、必要に応じて不定期に行うアンケート調査や学
級担任による教育相談の実施、カウンセリングルームの案内や、相談 BOX の設置、ホームページによ
る相談の窓口など、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、教職員間においても情報を共有
しやすい環境を構築し、家庭と連携して生徒を見守っていく。 

 

４ いじめに対する措置（ネット上のいじめを含む、発見したいじめに対する対処） 

（１）基本的考え方 

いじめの措置のための判断材料が不足している場合には、関係者の協力のもと、事実関係の把握を行
い、いじめであると判断されたら、生徒のケア、加害生徒の指導など、問題の解消まで組織が責任を持っ
て指導を行っていく。 
  問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものではなく、生徒の人格の成長に
主眼を起き、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消になるという考え方で動き、その後の経
過も見守り続け改善していく。 
 

（２）いじめの発見・通報を受けたときの対応 

・生活課題対策部が即座にチームを作り以下による対応を行う。 
・事実の確認  

 いじめの事実といじめの行為に至った経過や心情等を正確に把握する。 
・継続的な教育相談の実施 
   相手の心の痛みや苦しみを理解させ、自己反省を促し、いじめ行為の程度や発達段階に応じて、

自己の行動に対して責任を持たせる。 
・家庭との連携 



指導経過と今後の指導方針を説明し、学校と家庭の連携について具体的に話し合う。その上で、お互
いが出来ることから取り組み、分担と協力の関係をつくって行く。 

 

（３）いじめられた生徒又はその保護者への支援 

・信頼関係の確立 
  いじめを受けている生徒の心の痛みを温かく保護的に受容し共感的理解に努める。 
・継続的な教育相談の実施 
いじめに耐えるだけでなく、いじめを乗り越えられるよう教育相談を継続して自分の良さに気づか
せ、自信が持てるようにする。 

・家庭との連携 
指導経過や今後の指導方針を理解して、連携の方法や家庭における援助等について具体的に話し合
う。 

 

（４）いじめた生徒への指導又は保護者への助言 

 いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、学校は、

複数の教職員が連携し、必要に応じて教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじ

めをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 

 また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学

校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する

継続的な助言を行う。 

 いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為である

ことを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景

にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。生徒の個人情報の取扱い等、プラ

イバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。 

いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計

画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上

必要があると認めるときは、学校教育法第 11 条の規定に基づき、適切に、生徒に対して懲戒を加えるこ

とも考えられる 。 

 ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、教育的配慮に十分に留意し、

いじめた生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で

行う。 

（いじめが起きた集団への働きかけ） 

 いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせることは
できなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた生徒に対し
ては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどし



て、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。 
 いじめの解決とは、加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害生徒と加害
生徒を始めとする他の生徒との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい
集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。全ての生徒が、集団の
一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていくことが望まれ
る。 
 

（６）ネット上のいじめへの対応 

 ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。
名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削
除したりできるようになっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講
じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて関係機関に協力を求める。なお、生徒の生命、身体
又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求め
る。早期発見の観点から、学校の設置者等と連携し、学校ネットパトロールを実施することにより、ネ
ット上のトラブルの早期発見に努める。 
 パスワード付きサイトや SNS、携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に
触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこ
れらについての理解を求めていくことが必要である。 
 

５ 重大事案への対処（いじめ防止対策推進法・第 28 条関係） 
１，いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

められたとき。 
２，いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い

があると認められたとき。 
「いじめにより」とは、１，２に規定する生徒の状況に至る要因が当該生徒に対して行われるいじめに

あることをいう。 
「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断する。 

 ・児童生徒が自殺を企図した場合 
 ・身体に重大な傷害を負った場合 
 ・金品等に重大な被害を被った場合 
 ・精神性の疾患を発症した場合     などのケースが想定される 

「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただし、児童生徒が一
定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手する事
が必要である。 

※｢いじめ防止対策推進法第 28 条｣及び｢いじめの防止等のための基本的な方針｣から抜粋 
 
 
 



（１）重大事態の発生と調査 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）  
第 28 条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」と
いう。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設
置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に
係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 
 一 いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある 
   と認めるとき。 
 二 いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている 

疑いがあると認めるとき。 
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るい
じめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情
報を適切に提供するものとする。 

3 第 1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調
査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。 

4 学校は、重大事態が発生した場合、県知事への発生報告を行う。 
 

(2)調査結果の提供及び報告 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）  
第 28 条第 2 項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該
調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他
の必要な情報を適切に提供するものとする。 
 学校は、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任
を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行われ、どの
ような態様であったか、学校がどのように対応したか）について、いじめを受けた生徒やその保護者に
対して適時・適切な方法で、説明する。 
 これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の生徒のプライバシー保護に配慮す
るなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 
 ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。 
 質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた生徒又はその保護者に提供す
る場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護
者に説明する等の措置が必要であることに留意する。 
 また、学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、情報の提供の内容・方法・時期など
について必要な指導及び支援を行う。 
尚、調査結果については、県知事への報告を行うものとする。 
上記の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受 

けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて地方公共団体の 
長等に送付する。 
 



６いじめの防止等の対策のための組織 

（１）いじめ防止対策推進法・第 22 条に係る組織の役割と機能 

第 22 条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複
数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの
防止等の対策のための組織を置くものとする。 
 第 22 条は、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効
的に行うため、組織的な対応を行うため中核となる常設の組織を置くことを明示的に規定したものであ
るが、これは、いじめに対しては、学校が組織的に対応することが必要であること、また、必要に応じて、
心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者など外部専門家等が参加しながら対応すること
により、より実効的ないじめの問題の解決に資することが期待されることから、規定されたものである。
また、学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成や実施にあたる。 
当該組織は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。具体的には、 

• 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割  
• いじめの相談・通報の窓口としての役割  
• いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割  
• いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒

への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施
するための中核としての役割 
 当該組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報が共有でき、
共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とすることが必要である。特に、いじめであるか
どうかの判断は組織的に行うことが必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担う
ため、教職員は、ささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、抱え込まずに全て当該組織に報告・相談する。
加えて、当該組織に集められた情報は、個別の生徒ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情
報の集約と共有化を図ることが必要である。 
 また、当該組織は、学校基本方針の策定や見直し、学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでい
るかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直し
など、学校のいじめの防止等の取組について PDCA サイクルで検証をおこなう。 
 当該組織を構成する第 22 条の「当該学校の複数の教職員」については、学校の管理職や、生徒指導担
当教員、学年主任、養護教諭、学級担任や部活動指導に関わる教職員などから、組織的対応の中核として
機能するような体制を、学校の実情に応じて決定する。これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・対
処に当たって関係の深い教職員を追加するようにするなど、柔軟な組織とする。 
 なお、第 28条第 1項に規定する重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う場合は、
この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によって対応する
ことも考えられる。（重大事態への対処については「5 重大事態への対処」に詳述） 

（２）組織の名称 本校では「いじめ防止対策推進委員会」との名称で活動を実施する。 

構成員 
校長、副校長、教頭、生活課題対策部長、生徒指導部長、教務部長、養護、学年主任が主体となり、状
況に応じて外部有識者(臨床心理士等)を加える。 
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